
＜道川地区＞

意見 回答 担当
委員会

1
山陰道の進捗状況を知りたい。 　工事中の三隅―遠田は令和７年度に開通見込みで、遠田以西については

未定です。 経済建設

2

＜国道沿いの草刈りについて＞
　国道の法面が高く、川近くがイノシシの棲みかになっている。道路と川
に挟まれた圃場のあるところは、法面の草刈りをお願いしたい。

国交省、県が絡んでいるので持ち帰り検討します。

経済建設

4
＜県道や国道沿いの枝伐採について＞
県道や国道沿いの木の枝が、交通の妨げとなっている。

県のパトロールも走っているので、県や国へしっかり要望します。
経済建設

5

＜地域公共交通について＞
・人が乗らない路線の赤字をカバーするよりは、必要路線にお金を使うべ
きではないか。
・４０代はいいが２０年、３０年後、病院へ通えるようになるか心配であ
る。
・道川は高校へは通えず、寮生活せざるを得ない。
・路線バスは使いたいが高い
・交通弱者に合わせた公共交通計画を作ってほしい。

地域公共交通計画に反映できるよう伝えます。
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　道川会館は匹見町時代に町へ寄付し、２０万円以上の補修は町が対応す
ることになっていたが、どうなっているのか。

契約内容を確認します。

【執行部回答　匹見総合支所地域振興課】
○H18.9.29付、道川会館の貸付契約における建物修繕の費用負担は次のと
おりです。
（市が負担するもの）
・１件２０万円以上の建物修繕費
・１件１０万円以上２０万円未満についてはその経費の１/２
（自治会が負担するもの）
・１件１０万円未満の建物修繕費
・１件１０万円以上２０万円未満についてはその経費の１/２
○市有財産には行政財産（行政執行上の役割を担っている財産）と普通財
産（行政執行上の役割を終えた財産）がありますが、道川会館（出合いの
里）は普通財産となっております。普通財産の貸付契約において、貸付中
の補修等については、原則、使用者負担とし、公費を投じないこととして
おります。今後、道川自治会様との当貸付契約においても、使用者負担の
原則に基づく契約書へ見直しを進めたいと考えます。
　ただし、周囲への危険性を伴う損傷が発生し、緊急対応が必要なときに
は、市で応急処置等の対応する場合もございます。
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　風力発電について、住民説明会があったそうだが、議会への報告はあっ
たのか。

・議会には報告はありません。
・公民館長より：１０月２２日に住民説明会があり、アジア風力発電の関
係者１０人、住民１６人が参加されました。１３～１５基を建設予定。保
安林解除の地元同意を求めたところ、賛同を得ており、１１月７日に地権
者説明会が開催されます。
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